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2023 年度（2024 年 3 月 31 日現在）貸借対照表 

（単位：百万円） 

科   目 金  額 科   目 金  額 

(資 産 の 部) 

現 金 及 び 預 貯 金 

預 貯 金 

有 価 証 券 

国 債 

社 債 

株 式 

外 国 証 券 

貸 付 金 

保 険 約 款 貸 付 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 

再 保 険 貸 

そ の 他 資 産 

未 収 金 

前 払 費 用 

未 収 収 益 

預 託 金 

仮 払 金 

  そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

貸 倒 引 当 金 

 

172,756 

172,756 

111,078 

6,102 

98,422 

1,453 

5,099 

1,657 

1,657 

346 

205 

140 

10,891 

10,885 

5 

33,274 

11,157 

8,294 

2,095 

185 

328 

0 

253 

1,443 

△2 

(負 債 の 部) 

保 険 契 約 準 備 金 

支 払 備 金 

責 任 準 備 金 

再 保 険 借 

そ の 他 負 債 

未 払 法 人 税 等 

未 払 金 

未 払 費 用 

預 り 金 

仮 受 金 

価 格 変 動 準 備 金 

負  債  の  部  合  計 

 

 

296,728 

28,403 

268,325 

3,934 

6,163 

16 

1,889 

4,218 

1 

37 

15 

306,841 

(純 資 産 の 部 ) 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

そ の 他 利 益 剰 余 金 

繰 越 利 益 剰 余 金 

株 主 資 本 合 計 

そ の 他 有 価 証 券 評 価差 額 金 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 

純 資 産 の 部 合 計 

 

47,599 

39,599 

39,599 

△51,330 

△51,330 

△51,330 

35,867 

△107 

△107 

35,760 

資 産 の 部 合 計 342,602 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 342,602 

 

（貸借対照表の注記） 

 

１ 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券

のうち市場価格のない株式等以外のものについては３月末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算定

は移動平均法）によっております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

 

２ 固定資産の減価償却の方法は、次のとおりであります。 

① 有形固定資産（リース資産を除く。） 

定率法(ただし、建物については定額法)によっております。 

② リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとした定額法によっております。 
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③ 無形固定資産（リース資産を除く。） 

定額法によっております。なお、ソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間に基づく定額法によっ

ております。 

 

３ 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社の定める「資産査定規程」、「同基準書」、「償却

及び引当金計上規程」および「同基準書」に基づき、次のとおり計上しております。 

個別債権ごとに査定し、回収可能性に重大な懸念があると判断した債権または重大な価値の毀損が生じてい

ると判断した債権については必要と認められる額を引当てております。 

 

４ 価格変動準備金は、保険業法第 115 条の規定に基づき算出した額を計上しております。 

   

５ 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、事業費等の費用は税込方式に

よっております。なお、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、前

払費用に計上し５年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、当事業年度に費用処理しており

ます。 

 

６ 責任準備金は、期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来

の債務の履行に備えるため、保険業法第 116 条の規定に基づき算出方法書（保険業法第４条第２項第４号）

に記載された方法に従って計算し、積み立てております。 

責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。 

①  標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示第 48 号） 

②  標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 
   なお、直近の実績に基づき将来の収支を予測すること等により、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあ

ると認められる場合には、保険業法施行規則第 69 条第５項に基づき、追加して責任準備金を積み立てる必
要があります。期末時点における責任準備金には、同項に従い、一部の保険契約を対象に追加して積み立て
た責任準備金が含まれております。 
また、責任準備金のうち危険準備金については、保険業法施行規則第 69 条第１項第３項に基づき、保険契 
約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。 
 

７ 既発生未報告支払備金（まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発

生したと認める保険金等をいう。以下同じ。）については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施

設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合（以下「みなし入院」という。）等に入院給付金等を

支払う特別取扱を 2023 年 5 月 8 日以降終了したことにより、平成 10 年大蔵省告示第 234 号（以下「IBNR告

示」という。）第 1 条第 1 項本則に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR

告示第 1 条第 1 項ただし書の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しております。 

（計算方法の概要） 

IBNR 告示第 1 条 1 項本則に掲げる全ての事業年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払

額から、みなし入院に係る額を除外した上で、IBNR 告示第 1 条 1 項本則と同様の方法により算出しており

ます。 

なお、前事業年度末においては、当該みなし入院に係る額の代わりに、重症化リスクの高い方以外のみなし

入院に係る額を除外しておりましたが、当事業年度中にみなし入院の入院給付金の取扱いを終了したことに

より、当該みなし入院に係る額を除外して算出する方法に見直しております。 

 
８ 金融商品等に関する事項は、次のとおりであります。 
（１）金融商品の状況に関する事項 

当社は、適正な収益管理とリスク管理を実施し、資産運用における事業の健全性維持という観点から、リ
スク管理の強化に努め、投資環境と運用の多様化に即応した効率的な運用を目指すことを基本方針として
おります。この方針に基づき、安全性・換金性（流動性）に留意し、運用しております。なお、主な金融
商品として、有価証券は市場リスクおよび信用リスクに晒されております。市場リスク管理については、
代表的な計測手法であるバリュー・アット・リスク（ＶａＲ） 手法を用いて市場リスク量を計測し、管理
を行っております。また、信用リスクについては、個別の投資先について定期的に信用状況を調査し、管
理を行っております。 
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（２）金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

 
貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

① 有価証券    

a  満期保有目的の債券 109,528 104,718 △4,809 

b  その他有価証券 1,550 1,550 ― 

② 貸付金 1,657 1,657 ― 

資産計 112,736 107,926 △4,809 

(※)預貯金は、満期のないものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、注記を省略しておりま
す。 

 
（３）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。 

 
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 
レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価 
レベル３の時価：重要な観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 
① 時価で貸借対照表に計上している金融商品 

区分 
時価（百万円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券     

その他有価証券     

株式 1,453 ― ― 1,453 

外国公社債 ― 96 ― 96 

資産計 1,453 96 ― 1,550 

 
② 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

区分 
時価（百万円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券     

満期保有目的の債券     

国債 5,584 ― ― 5,584 

社債 ― 94,166 ― 94,166 

外国公社債 ― 4,966 ― 4,966 

貸付金 ― ― 1,657 1,657 

資産計 5,584 99,133 1,657 106,376 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 
ア．有価証券 

有価証券は、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類してお
り、主に株式や国債がこれに含まれております。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活
発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。 

イ．貸付金 
貸付金は、貸付を担保資産の範囲内に限る等の特性により返済期限を設けておらず、返済見込期間及
び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としてお
り、レベル３の時価に分類しております。 
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９ 債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸付条件緩和債権

は、該当ありません。 

 

10 有形固定資産の減価償却累計額は 378 百万円であります。 

 

11 関係会社に対する金銭債権の総額は 8 百万円であります。 

 
12 繰延税金資産の総額は、12,731 百万円、繰延税金負債の総額は、20 百万円であります。繰延税金資産のう

ち評価性引当額として控除した額は、11,267 百万円であります。 

繰延税金資産の発生の主な原因は、保険契約準備金 1,046 百万円、減価償却超過額 157 百万円、繰越欠損金

11,085 百万円であります。 

   繰延税金資産から評価性引当額として控除された額のうち、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額は

11,085 百万円、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当金額は 182 百万円であります。 

 繰延税金負債の発生の主な原因は、資本剰余金が原資の配当金受領によるみなし譲渡損 14 百万円、未収株式

配当金４百万円であります。 

繰延税金資産から評価性引当額として控除された額の主な変動の理由は、前年度末に比べて繰越欠損金が増

加したことによるものであります。 

 

   税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額は次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 １年内 １年超 

５年以内 

５年超 合計 

税務上の繰越欠損金（※１）  －  11,085 11,085 
評価性引当額 －  △11,085 △11,085 
繰延税金資産 －  －  －  － 

（※１）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

 

当年度の法人税等の負担率は 13.52％であり、法定実効税率 28.00％との差異の主な内訳は、評価性引当額

△10.15％であります。 

 

当社は、第一生命ホールディングス株式会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。な

お、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用す

る場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12 日）に従っておりま

す。    

 

13 保険業法施行規則第 71 条第１項に規定する再保険に付した部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備

金」という。）の金額は 39,063 百万円であります。 

 

14 １株当たりの純資産額は、8,617 円 12 銭であります。 

 

15 平成８年大蔵省告示第50号第１条第5項に規定する再保険契約に係る未償却出再手数料の当事業年度末残高

は 35,738 百万円であります。 

  

16 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。 
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2023年度           損益計算書 

 

 

（単位：百万円） 

科          目 金  額 

経 常 収 益 
保 険 料 等 収 入 
保 険 料 
再 保 険 収 入 

資 産 運 用 収 益 
利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 
   有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 

貸 付 金 利 息 
そ の 他 経 常 収 益 
責 任 準 備 金 戻 入 額 
そ の 他 の 経 常 収 益 

302,741 
208,134 
102,001 
106,132 

723 
723 
672 
51 

93,883 
92,981 

901 

経 常 費 用 
保 険 金 等 支 払 金 
保 険 金 
年 金 
給 付 金 
解 約 返 戻 金 
そ の 他 返 戻 金 
再 保 険 料 

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 
支 払 備 金 繰 入 額 

資 産 運 用 費 用 
  支 払 利 息 
金 銭 の 信 託 運 用 損 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 
事 業 費 
そ の 他 経 常 費 用 
税 金 
減 価 償 却 費 
そ の 他 の 経 常 費 用 

304,010 
242,847 
1,634 
440 

12,172 
117,338 
5,411 

105,849 
23,331 
23,331 

1 
1 
― 
0 

34,386 
3,443 
469 

2,798 
176 

経 常 利 益 ( △ は 経 常 損 失 ) △1,269 

特 別 損 失 
固 定 資 産 等 処 分 損 
価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

9 
6 
2 

税 引 前 当 期 純 利 益 ( △ は 税 引 前 当 期 純 損 失 ) 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

法 人 税 等 合 計 

当 期 純 利 益 ( △ は 当 期 純 損 失 ) 

△1,278 

△43 

△129 

△172 

△1,105 

 

 

 

  

2023年 4月１日から 

2024年 3月 31日まで 
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（損益計算書の注記） 

 

１ 保険料等収入および保険金等支払金の計上基準は、次のとおりであります。 

（１）保険料 

保険料は、収納があり、保険契約上の責任が開始しているものについて、当該収納した金額により計上し

ております。 

なお、収納した保険料のうち、期末時点において未経過となっている期間に対応する部分については、 保

険業法施行規則第 69 条第１項第２号に基づき、責任準備金に繰り入れております。 

 

（２）再保険収入 

再保険収入は、再保険協約書に基づき元受保険契約に係る保険金等として支払った金額のうち再保険に付

した額を、当該保険金等の支払時点において再保険収入に計上しております。 

また修正共同保険式再保険のうち一部の現金授受を行わない取引では、再保険協約書に基づき元受保険契

約に係る新契約費相当額の一部として受け取る額を再保険収入に計上するとともに、同額を未償却出再手

数料として再保険貸に計上し、再保険契約期間にわたって償却しております。 

 

（３）保険金等支払金（再保険料を除く） 

保険金等支払金（再保険料を除く）は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算定さ

れた金額を支払った契約について、当該金額により計上しております。 

なお、保険業法第 117 条に基づき、期末時点において支払義務が発生しているが支払いが行われていない、

または支払事由の報告を受けていないが支払事由が既に発生したと認められる保険金等について、支払備

金を繰り入れております。 

 

（４）再保険料 

再保険料は、再保険協約書に基づき合意された再保険料を元受保険契約に係る保険料の収納時点において、

再保険料に計上しております。 

なお、再保険に付した部分に相当する一部の責任準備金につきましては、保険業法施行規則第 71 条第１項

に基づき不積立てとしております。 

 

２ 関係会社との取引による、費用の総額は 81 百万円であります。 

 

３ 責任準備金戻入額の計算上、足し上げられた出再責任準備金繰入額の金額は5,152百万円であります。 

 

４ １株当たりの当期純損失の金額は 266 円 40 銭であります。 

 

５ 再保険収入には、平成８年大蔵省告示第 50 号第１条第５項に規定する再保険契約に係る未償却出再手数料の

増加額 19,378 百万円を含んでおります。 

 

６ 再保険料には、平成８年大蔵省告示第 50 号第１条第５項に規定する再保険契約に係る未償却出再手数料の減

少額 10,681 百万円を含んでおります。 

 

７ 関連当事者との取引に関する事項は以下のとおりであります。 
（単位：百万円） 

属性 会社等の名称 議決権等の

所有（被所

有）の割合 

関連当事者

との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

親会社

の子会

社 

Dai-ichi Life Reinsurance 

Bermuda Ltd. 

－ 再保険 

取引先 

再保険収入 15,474 再保険貸 9,620 

再保険料 15,722 再保険借 3,476 

（注）上記取引については、市場金利又は市場価格を基に取引条件を決定しております。 

 

８ 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。 

 


